
 

 

平成 19 年 11 月 21 日 

各 位 

東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 

 
 

東京海上セレクト世界株式ファンド（愛称：プレミアムワールド）の 

設定および募集開始について 

 

東京海上アセットマネジメント投信株式会社（取締役社長：岩間
い わ ま

 陽一郎
よ う い ち ろ う

、以下「東京海上 AM」）は、

東京海上日動火災保険株式会社（取締役社長：隅
すみ

 修三
しゅうぞう

、以下「東京海上日動」）を販売会社とし、別

紙の通り、追加型株式投資信託『東京海上セレクト世界株式ファンド（愛称：プレミアムワールド）』※を平

成 19 年 12 月 6 日（木）に設定し、12 月 7 日（金）より募集を開始いたします。 

世界的な経済成長や人口増加による「環境」、「水・食糧」、「医療・健康」への影響が、今、グローバル

に注目を集めており、これらの維持・向上への取り組みは、全世界的なテーマとなっております。 

これらのテーマに関する事業は、問題意識の高まりや需給の逼迫を背景にビジネスとしての成長が考

えられ、東京海上 AMでは投資対象として大いに魅力があると考えております。 

※ 当ファンドの取扱いは、東京海上日動の「地球温暖化に関する総合プログラム」（平成 19年 11月 12日公表）に基づ

く取り組みの一環として行うものです。 

以 上 

 

 

 

 

【本件に関するお問合わせ先】 

東京海上アセットマネジメント投信株式会社 投信営業部 前野 （TEL:03-3212-2206） 

  東京海上日動火災保険株式会社  広報部  広報グループ  笠原  （TEL:03-5223-3212) 

 



 

 

（別紙） 



 
 



 

■ 商品概要（東京海上日動火災保険における申込内容） 
 

フ ァ ン ド 名 称 東京海上セレクト世界株式ファンド≪愛称：プレミアムワールド≫  

信 託 期 間 
原則として、平成19年12月6日から平成39年11月15日まで 
※ただし、一部解約により受益権総口数が10億口を下回った場合等、約款で定める所定の事由に該当
する場合には、信託を終了させることがあります。 

追 加 信 託 限 度 額 5,000億円 

決 算 日 年4回（原則として、2月、5月、8月、11月の15日（休業日の場合は翌営業日））。なお、初回決算日は平成20年5月15日とします。 

収 益 分 配 原則として、毎決算時に、分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※基準価額水準等によっては分配を行わない場合があります。 

取 得 の お 申 込 み 

原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。 
※ただし、ニューヨーク、ロンドンおよびフランクフルトの証券取引所のいずれかの休業日に該当す
る日には、受付を行いません。 

※受付は午後3時（年末年始など半休日においては午前11時）までとします。 
※受付時間を過ぎてからのお申込みについては、翌営業日受付の取り扱いとなります。 

お 申 込 み 単 位 

＜分配金再投資コース＞分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。 
1 万円以上 1円単位 
ただし、定時定額購入の場合には、以下の通りとなります。 
①なっとく積立プラン（ＭＲＦコース）：5,000 円以上 1,000 円単位 
②なっとく積立プラン（ゆうちょコース）：10,000 円以上 1,000 円単位 
③なっとく積立プラン（銀行預金コース）：10,000円以上1,000円単位 

お 申 込 み 価 額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額 

ご 換 金 の 請 求 

原則として、毎営業日にご換金の請求を受け付けます。 
※ただし、ニューヨーク、ロンドンおよびフランクフルトの証券取引所のいずれかの休業日に該当す
る日には、受付を行いません。 

※受付は午後3時（年末年始など半休日においては午前11時）までとします。 
※受付時間を過ぎてからのご換金請求については、翌営業日受付の取り扱いとなります。 

ご 換 金 単 位 ＜分配金再投資コース＞1口単位 

ご 換 金 価 額 ご解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（解約価額） 

ご 換 金 代 金 の 
お 支 払 い 原則として、ご換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 

お申込み時に直接ご負担いただく費用 

取 得 時 の 
お 申 込 み 手 数 料 

 
 
 
 
 
 
 お申込み手数料には、消費税および地方消費税が含まれます。  

お申込み金額 手数料率 
1,000万円未満 3.15％ （税抜3.0％） 
1,000万円以上1億円未満 2.10％ （税抜2.0％） 
1億円以上3億円未満 1.05％ （税抜1.0％） 
3億円以上 0.525％ （税抜0.5％） 

換金時に直接ご負担いただく費用 

換金時(解約)手数料 換金（解約）手数料はありません。 

信 託 財 産 留 保 額 ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ 

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 

信 託 報 酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.53825％（税抜1.465％）の率を乗じて得た額 

そ の 他 の 費 用 

監査報酬（純資産総額に対し、税込年0.0105％（上限年63万円））、有価証券売買時の売買委託手数料、
信託事務等に要する諸費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 
※監査報酬を除く「その他の費用」は実際の取引等に応じて決まる費用であるため、その金額を本資
料において表示しておりません。同じくそれらを含む手数料等の合計金額についても、同様に表示
しておりません。 

 



 

■ 販売会社 

投資信託説明書（交付目論見書）のご提供、募集・販売の取扱い、 一部解約事務および収益分配

金・償還金の支払等を行います。 

東京海上日動火災保険株式会社 

商 号 等 ： 東京海上日動火災保険株式会社 

 ： 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 135 号 

加 入 協 会 ： 日本証券業協会  
 

■ 委託会社 

信託財産の運用指図等を行います。 

東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

商 号 等 ： 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

 ： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 361 号 

加 入 協 会 ： 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会  
 
 
 
 
 

• 当資料は、プレスリリースとして東京海上アセットマネジメント投信（株）が作成した資料であり、証券の

勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 

• 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証する

ものではありません。 

• 当資料の内容はあくまで作成日時点のものであり、将来変更される可能性があります。 

• 投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資をしま

すので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。委託会社

の運用指図により信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 

• 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ

りません。  

• 証券会社以外で購入した投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。  
• 当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券

届出書を平成19年 11月 20日に関東財務局長に提出しており、平成19年 12月６日よりその効力が

発生します。 

• 当ファンドのお申込にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡

ししますので、必ずお受け取りのうえ内容をご確認ください。 

 


